
  【国際貢献】  

技能実習制度は、技能実習生の母国への“技能移転”が

目的です。技能を習得し母国で活かしてもらうため育成す

る役割を担っています 

グローバル化する世界の中で、日本の介護を理解し、実

践できる人材の養成に携わることは、国際貢献として非常

に有意義なことで、その一端を試験評価者として担ってい

ただきます。 

 

 
 

 

 

平成 29 年 11 月に、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」（以下、「技能実習法」）が施行

され、技能実習制度に「介護職種」が追加されました。技能実習法上、技能実習生は技能が習得できているかを確認するた

め試験（介護技能実習評価試験）を受けることが定められております。今回は、その試験を実施する唯一の機関である 

一般社団法人シルバーサービス振興会より、試験の管理・監督・評価を行うための試験評価者を募集いたします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験評価に係る費用は受検料から支出することになっておりますが、受検しやすいよう可能な限り金額を抑えており、試

験評価者養成の費用が捻出できていません。昨年度は上記の理由から無料とさせていただきましが、やむを得ない処置とし

て、今年度より会場費、テキスト代等の実費分を受講料としていただくことといたしましたので、ご理解の程よろしくお願

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人技能実習制度（介護職種） 介護技能実習評価試験 試験評価者養成講習  

 

 

 
制度施行直後は、技能実習計画認定数が少なく、また技能実習生がどの程度入国してくるか予測も難しく、当面の対応と

して全国 7 ヵ所で試験評価者養成講習を実施いたしました。介護分野の試験実施機関として初めてのため、試験実施のノウ

ハウを確立する必要性があり、国の調査研究事業の実証検証に協力いただくことを条件に、昨年度の受講者に対しては無料

で開催させていただいたところです。その結果、505 名に試験評価者として登録いただき、その内 333 名（5/20 時点）の所

属法人と業務委託契約を締結し、現在試験を実施しております。 

一方で、平成 31 年 3 月末時点で、介護職種における技能実習の計画認定数は 1,800 件を超え、今後年間 2,000 名以上の技

能実習生が全国各地に入国すると予想されております。この技能実習生への試験評価に対応するためには、現在の試験評価

者数では到底足りない状況です。 

特に、介護職種では、業界総意のもと、実習実施者の負担を軽減するため、できるだけ同一地域内の試験評価者が実習実

施者（試験実施場所）へ出向き評価をする仕組みをとっています。そのため、全国万遍なく試験評価者を配置することが目

標ですが、各都道府県によってバラツキがあり、一部の都道府県においては、試験評価者 1 名が月に複数回試験を実施する

という事態が起きています。今年度は秋以降に予定していた試験評価者養成講習ですが、このような状況から急遽開催し募

集を行うことといたしました。 

緊急募集 

何故、緊急募集なのか！？ 

受 講 料：１６，２００円 （受講料１５，０００円＋消費税１，２００円） 
 

※内訳 

・講習実施に係る諸経費（会場借料、会場設営費、講師旅費等） 

・講習テキスト、業務実施マニュアル、試験評価者登録証等の制作に係る経費 

・試験実施までの間に一定期間閲覧できる WEBコンテンツによる動画システム 

の利用に係る経費 

講習修了後から試験実施までの期間は個

人差があるため、一定期間復習として講習

内容や動画を閲覧できる WEB コンテンツ

を用意しています。 

 

【アセッサースキルの活用により高評価】 

試験評価者には、介護に関する知識・技術はもとより「他

者の介護行為を評価するという実践力」が求められます。

この能力を有する者として、厚生労働省内に設置された専

門家会議において「介護プロフェッショナル・キャリア段

位制度のアセッサー」を活用することが適当とされていま

す。 

試験評価者は、現在までの評価において、素晴らしい管

理・監督・評価を実施しており、監理団体及び実習実施者

からも高い評価を得ています。 

試験評価者になることの意義 

【介護未経験な高齢者や主婦層の育成への対応】 

外国人技能実習生への実習の仕組みは、介護未経験な高

齢者や主婦層への対応にも活用できると言われています。

そのため、自事業所・施設内に試験評価者がいると、人材

育成・指導の適確性が高まり、有意義な指導体制を構築で

きます。 

 【地域での支え合いと協働化】 

試験評価者が地域に増えることにより、多くの技能実習

生を受入れることが可能となり、受検料のみ（遠方から試

験評価者が出向く場合、交通費が別途発生）で試験を実施

できる体制構築にもつながります。 

＜問い合わせ先＞ 

一般社団法人シルバーサービス振興会  

介護技能実習評価試験 事務局 
105-0003  

東京都港区新宿 3 丁目 25 番 33 号 NP 御成門ビル 6 階 

TEL：03-6402-3865 Mail：kaigointernship@espa.or.jp 


